
九電ドローンサービス 受講約款 

 

この約款（以下「本約款」といいます。）は、九電ドローンサービス株式会社（以下「当社」

といいます。）が提供するスクールサービス（以下「本サービス」といいます。）の利用に関し

て、受講者に同意していただく必要のある事柄を記載しています。受講者が本サービスをご利

用になる際には、本約款が適用されますのでお申込み前に必ずお読みください。 

 

第1条(本約款の適用) 

1. 当社は、本約款に従って講習を受講する者(以下「受講者」といいます。)に対して講習に

係る役務を提供します。 

 

第2条(本約款の変更) 

当社は、民法の定めに従い、本約款（以下総称して「本約款等」といいます）を変更すること

があります。この場合、講習の提供条件は変更後の本約款等によります。なお、当社は、変更

後の本約款等及びその効力発生時期を、当社が別途定めた方法にて周知するものとし、変更後

の本約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。 

 

第3条(受講契約の成立) 

1. 講習の受講を希望する者(以下「受講希望者」といいます。)は、本約款に承諾の上、当社

が別途定める書面上の「九電ドローンアカデミー受講申込書」(以下「申込書」といいます)に

所定の事項を記入・提出するものとし、その内容を当社が承諾した時点で受講希望者との間で

講習の受講に関する契約(以下「受講契約」といいます)が成立するものとします。 

2. 当社は、受講希望者が次の各号のいずれかに該当する場合、前項の申込みを承諾しないこ

とがあります。また、承諾をしない理由については、当該受講希望者に開示しません。 

(1) 受講希望者が申込書において虚偽の申告をしたとき。 

(2) 受講希望者が、講習の料金その他の当社に対する債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそ

れがあるとき。 

(3) 16歳未満である場合。 

(4) 左右の目の視力が両目で0.7以上（矯正可）の条件を充たさない場合  

(5) 無人航空機の運用に支障を来すおそれのある色覚の異常がないこと 

(6) 日常会話の聞き取りが困難であるなど、無人航空機の運用に支障を来す恐れのあ 

る聴覚の異常がないこと 

(7) 当該申込みに係る講習の定員に受け入れ可能な余裕がないとき。 

(8) 受講希望者が反社会的勢力に該当するとき。 

(9) その他、当社が不適切と判断したとき。 

 

第4条(役務の提供) 

1. 当社は受講者に対し、当社の定めるコース・カリキュラムから受講者が選択の上で申込書

に記載した講習に関する役務を提供します。 

2. 当社は、講習の提供を、当社が別途指定する校舎又はオンラインにおいて、当社が別途指

定する時間内に行います。但し、講習又は校舎によっては、当社は、当該講習の全部又は一部

を、当社が委託又は提携している第三者をして提供する場合があります。 

 



第５条(受講料の支払期日および方法) 

受講者は、申込書ならびに見積書に記載の受講料を、当社の別途指定する期日及び支払方法に

て支払うものとします。 

 

第６条(本契約のキャンセル料・返金) 

受講お申し込み完了後、受講者の都合によりキャンセルされる場合は、以下のキャンセル料を

申し受けます。なお、返金に伴う振込手数料は受講者の負担とします。当該変更・キャンセル

の事由が社会通念上合理的又は真にやむを得ないと当社が判断した場合はこの限りではありま

せん。 

(1) e ﾗｰﾆﾝｸﾞｱｶｳﾝﾄ発行前： 無料（全額返金） 

(2) e ﾗｰﾆﾝｸﾞｱｶｳﾝﾄ発行後 から 実地講習日の7営業日未満まで： 受講料の50%（50%返金）※ 

(3) 実地講習日の7営業日 から 前日まで： 受講料の80%（20%返金） 

(4) 実地講習の当日、または無断キャンセル： 受講料の100%（返金不可） 

※e-ラーニングのアカウント発行をもって学科講習の提供開始とみなし、以降はいかなる理由

（システムの未ログイン等）であっても、受講料の50%をキャンセル料として申受けます。 

(5) 実地講習の日程変更について 

体調不良や道路交通状況等の理由に伴う実地講習の日程変更がやむを得ない場合は、実地講習

前日の15時までのお申し出（当社事務局宛にメール送付）に限り、1回まで無料で変更可能

とします。 

なお、2回目以降の日程変更については、変更手数料として30,000円/人を別途申し受けま

す。 

(6) 実地講習当日の遅刻について 

１時間未満の遅刻に限り当日受講可能とします。これを超える場合は受講キャンセル扱いとな

ります。 

(7) 本契約のキャンセル申込について 

当社ウェブサイト上の問合せフォームまたは事務局宛のメールアドレス宛に通知し、事務局が

受諾することにより申込解除となります。 

 

第７条(禁止行為) 

受講者は、下記の行為を行ってはならないものとします。受講者が下記の行為のいずれかを行

った場合、当社は、受講場所の変更、当社が指定する講習への出席の禁止若しくは退席、又は

受講契約の解除その他の措置を講じることができ、受講者は、当該措置に従うものとします。 

(1) 講習の妨害、講師及び他の受講者への迷惑行為（当社又は講師による合理的な指示又は指

導を遵守しない場合を含みます） 

(2) 当社、講師及び他の受講者に対する誹謗中傷その他の名誉信用を毀損する行為 

(3) 講習の内容及びその様子についての録音・撮影(動画・写真)行為。但し、あらかじめ当社

の許可を得た場合を除きます。 

(4) 本約款等に違反する行為 

(5) 自己以外の者になりすまして講習を受講し、又は第三者をして講習を受講させる行為 

(6) 当社の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為 

(7) 自己以外の者の知的財産権(著作権、意匠権、実用新案権、商標権、特許権、ノウハウ、

企業秘密等が含まれますが、これに限定されないものとし、以下同様とします。)の知的財産

権を侵害する行為 



(8) 自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為 

(9) その他当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為 

 

第８条（受講者の住所等の変更） 

1. 受講者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は連絡先等に変更があったときは、その

ことをすみやかに当社に届け出ていただきます。 

2. 当社は、前項の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示してい

ただくことがあります。 

3. 受講者が第1項の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社が本約款

に基づく通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は連絡先への郵送

等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。 

 

第９条(当社からの解約) 

当社は、受講者に以下の各号に定める事由が生じた場合、当該受講者に対して通知することで

受講契約を解除することができるものとします。この場合において、当社は、当該解除により

自らに損害が発生したときは、その損害の賠償を受講者に請求することができるものとしま

す。 

(1) 受講者が本約款等の定めに違反し、相当の期間を定めた改善の催告をしたにもかかわら

ず、是正されないとき。 

(2) 受講者が、当社の指定する期日までに受講料の支払いを行わないとき。 

(3) 支払不能若しくは支払停止となり又は自己振出の手形又は小切手が不渡りとなったとき。 

(4) 仮差押え、差押え若しくは仮処分の命令・通知が発送され、競売の申し立てを受け、又は

滞納処分を受けたとき。 

(5) 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算開始の申し立てが

あったとき。 

(6) 受講者が所在不明である、又は当社からの連絡に対して1か月以上音信不通となったと

き。 

(7) 受講者が申込書に記載した事項その他の当社に対して届け出た受講者に関する情報につい

て、重大な虚偽又は遺漏のあることが判明したとき。 

(8) 当社が、受講者において重大な犯罪行為を行ったことを知ったとき、又は受講者による犯

罪行為が発覚したとき。 

(9) 受講者が第17条の表明に反したとき。 

 

第10条(不可抗力) 

当社は、天災地変(台風、竜巻、大地震、津波、大雪、風水害等)、感染症、戦争、騒乱、暴

動、テロ行為、事故、官公署からの命令、運送機関等のサービス提供の中止による交通機関の

遅延又は不通、受講者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置、その他当社の責めに帰

すことのできない事由等の不可抗力により、受講者に対する役務の提供が遅滞、変更、中断、

中止等が発生し、もって受講者に損害が生じた場合、当該損害について一切の責任を負わない

ものとします。 

 

第11条(役務提供の中止) 

1. 当社は、以下の各号に定める事由に基づき講習の開講を中止することができます。 



(1) 前条に定める不可抗力により講習の提供が困難であると認めた場合 

(2) 講習の受講者の数が、当社が講習ごとに定める最低人員数に達しない場合 

(3) 講師の欠員等により講習の開講が困難であると認める場合 

(4) その他当社が必要と認める場合 

2. 前項に基づき講習の開講を中止した場合であって、3ヵ月以内に代替の講習を提供できな

かった場合、当社は、受講料金の50%を返金するものとします。 

 

第12条(知的財産権) 

受講者は、講習の内容、提供される教材等に関する著作権その他の知的財産権はすべて当社又

は第三者に帰属するものであり、受講者に対して当該権利が移転されるものではなく、また利

用が許諾されるものではないことを確認します。受講者は、当社又は権利を有する第三者の事

前の承諾なく、講習の内容又は教材等の著作物の改変・複製等を行ってはならず、又はインタ

ーネット上での掲載、拡散若しくは配付その他の公衆送信等を行ってはならないものとしま

す。 

 

第13条(秘密保持) 

受講者は、本講習を受講するにあたり、当社及び当社が指定する第三者によって開示された当

社固有の技術上、営業上その他事業の情報（講習内におけるノウハウ等を含むがそれらに限ら

れない）並びに他の受講者より開示された情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使

用、又は第三者に開示することを禁ずる。 

 

第14条(不保証) 

1. 当社は、講習の開講を通じて受講者に対して知識・ノウハウ等を教授するものであって、

提供する講習の受講をもって、受講者の能力向上等を保証するものではありません。また、講

習の受講をもって受講者における就職先の保証や収益の稼得を保証するものではありません。 

2. 当社の提供する講習のうち、当該講習の修了をもって資格を取得するもの、又は資格取得

に当たっての要件となるものがあります。当該資格の要件や権限等の詳細については、当該資

格について定める法令又は団体の規程によります。 

 

第15条(反社会的勢力の排除) 

1. 受講者は、自らが暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法

律第77号。以下「暴対法」といいます）第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同

じ）、暴力団員（暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ）、暴力団関係

企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これら

に準じる者及びこれらの者と密接な関わりを有する者（本約款において「反社会的勢力」とい

います）に該当しないことを表明し、将来にわたって該当しないことを確約するものとしま

す。 

2. 受講者は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求

行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し

保証します。 

 

第16条(損害賠償責任) 

1. 本約款等の定めにかかわらず、当社は、受講契約に基づく役務の提供にあたり、受講者に



対して損害を賠償する責を負う場合、100,000円を上限として当該損害を補償するものとしま

す。 

2. 前項の定めにかかわらず、受講契約に基づく役務の提供にあたり、当社の故意又は重大な

過失に基づき受講者が損害を被った場合については、当社は民法の定めに従い当該損害を補償

するものとします。 

 

第17条(個人情報の取り扱い) 

受講契約の締結及び受講契約に基づく役務の提供に関連して取得した受講者に関する情報の取

扱いについては、別途当社の定める「プライバシーポリシー ( https://www.kyuden-

drone.co.jp/privacy/ )」が適用されます。 

 

第18条(分離可能性) 

本約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令により無効又は執行不能

と判断された場合であっても、本約款の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された

規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 

 

第19条(譲渡禁止) 

受講者は、本約款に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は自己若しくは第三

者のために担保に供してはならないものとします。 

 

第20条(準拠法及び専属的合意管轄) 

1. 本約款は、日本法に従って解釈・適用されるものとします。  

2. 本約款及び受講契約に基づき当社の提供する役務に関連して、当社と受講者との間で生じ

た紛争については、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします 

 

 

□お問い合せ 

各種お問い合せは、当アカデミー事務局（運営会社）までお願いいたします。 

運営会社：九電ドローンサービス株式会社 

住所：〒810-8720 福岡市中央区渡辺通二丁目１番８２号 

Mail：academy@kyuden-drone.co.jp 


